
【
論
文
】

妻
帯
す
る
親
鸞
│
│
近
代
日
本
の
僧
侶
妻
帯
論

大

澤

絢

子

は
じ
め
に

日
本
仏
教
の
最
大
の
特
徴
の
一
つ
は
、
僧
侶
が
妻
帯
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
四
月
の
い
わ
ゆ
る
「
肉
食
妻
帯
勝
手

令
」（
太
政
官
布
告
第
百
三
十
三
号
）
以
降
、
仏
教
各
宗
で
は
次
第
に
僧
侶
の
妻
帯
が
慣
習
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
寺
院
の
世
襲
が
常
態
化
し
て

１
い
る
。
江
戸
期
に
お
い
て
、
僧
侶
の
妻
帯
は
幕
府
に
よ
っ
て
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
方
で
、
妻
帯
を
宗
風
と
す
る
浄
土
真
宗
（
一
向

宗
）
は
規
制
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
江
戸
期
を
通
し
て
浄
土
真
宗
僧
侶
の
妻
帯
に
対
す
る
議
論
が
盛
ん
に
な
る
と
同
時
に
、

２

そ
の
よ
う
な
宗
風
の
根
拠
と
し
て
、
宗
祖
親
鸞
の
妻
帯
の
物
語
が
発
信
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

で
は
、
僧
侶
の
妻
帯
が
公
認
さ
れ
た
明
治
以
降
、
妻
帯
を
め
ぐ
る
親
鸞
の
イ
メ
ー
ジ
（
親
鸞
像
）
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
辿
っ
た
の
か
。

妻
帯
す
る
日
本
仏
教
に
関
し
て
は
、
住
職
の
妻
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
女
性
差
別
、
結
婚
し
て
子
ど
も
を
持
つ
女
性
住
職
に
焦
点
を
当

て
た
研
究
の
ほ
か
、
と
く
に
浄
土
真
宗
（
以
下
真
宗
）
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
、
ジ
ャ
フ
ィ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
や
ジ
ェ
シ
カ
・
ス
タ
ー
リ
ン

３

グ
に
よ
る
成
果
な
ど
が
近
年
続
々
と
提
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
以
前
か
ら
真
宗
の
妻
帯
の
宗
風
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
、
親

鸞
の
妻
帯
に
対
す
る
明
治
以
降
の
語
り
が
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
前
近
代
か
ら
い
か
に
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
明
治
は
真
宗
以
外
の
仏
教
各
宗
に
つ
い
て
も
僧
侶
の
妻
帯
が
公
認
さ
れ
た
時
期
で
あ
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り
、
大
正
期
に
は
親
鸞
の
妻
と
さ
れ
る
女
性
・
恵
信
尼
の
文
書
も
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
親
鸞
の
妻
帯
に
関
係
す
る
注
目
す
べ
き
出
来
事
が
起
こ

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
に
対
す
る
教
団
内
外
の
議
論
を
検
証
し
、
近
代
日
本
に
お
い
て

妻
帯
す
る
親
鸞
像
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

４

本
稿
は
、
近
代
日
本
仏
教
の
教
祖
像
の
形
成
の
過
程
の
一
つ
と
し
て
、
親
鸞
の
妻
帯
や
性
欲
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
が
い
か
に
語
り

出
さ
れ
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
も
あ
る
。
宗
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
は
多
く
の
場
合
、
女
性
の
側
の
視
点
か
ら
行
わ
れ
て

お
り
、
男
性
の
側
に
目
を
向
け
た
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
と
宗
教
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
圧
倒
的
に
少
な
く
、
近
代
日
本
の
教
祖
の
性
を

５

主
題
と
す
る
研
究
は
、
天
理
教
や
大
本
教
な
ど
の
新
宗
教
の
女
性
教
祖
を
対
象
に
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
本
稿
を
通
し
て
、
日
本
仏
教
と

い
う
、
全
て
の
教
祖
（
宗
祖
、
開
祖
、
開
山
、
祖
師
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
教
団
創
始
者
）
が
男
性
で
あ
り
、
か
つ
僧
侶
が
妻
帯
す
る
独
特
の
宗

教
文
化
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
宗
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
対
し
て
も
新
た
な
知
見
を
提
示
し
た
い
。

一

僧
侶
妻
帯
論
│
│
近
世
か
ら
近
代
へ

１

近
世
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
論
と
親
鸞
の
物
語

一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
に
発
布
さ
れ
た
諸
宗
寺
院
法
度
で
は
、
僧
侶
の
妻
帯
が
禁
じ
ら
れ
る
一
方
で
、
既
に
妻
帯
し
て
い
る
場
合
は
規
制

６

対
象
外
と
さ
れ
、
真
宗
は
例
外
的
に
妻
帯
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
妻
帯
の
公
認
は
、
真
宗
が
妻
帯
の
宗
風
を
主
張
す
る
際
の
大
き
な
拠
り
所
と

な
る
と
同
時
に
そ
の
特
異
な
宗
風
や
、
そ
れ
を
始
め
た
と
さ
れ
る
親
鸞
が
他
宗
や
社
会
に
注
目
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
江

７

戸
期
を
通
じ
て
「
肉
食
妻
帯
」
に
関
す
る
書
物
が
、
教
学
の
最
高
責
任
者
に
よ
っ
て
執
筆
あ
る
い
は
刊
行
さ
れ
続
け
た
。
真
宗
に
対
す
る
妻
帯

８

の
公
認
は
、
風
紀
と
戒
律
の
遵
守
を
求
め
ら
れ
て
い
た
他
宗
僧
侶
の
嫉
妬
と
不
満
と
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
真
宗
の
側

か
ら
は
、
肉
食
妻
帯
は
単
な
る
破
戒
で
は
な
く
、
親
鸞
か
ら
の
伝
統
で
あ
り
、
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
の
手
段
だ
と
論
じ
ら
れ
、
妻
帯
の
宗
風

９

の
正
当
性
が
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
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親
鸞
の
没
後
三
十
三
年
を
経
た
一
二
九
五
（
永
仁
三
）
年
に
製
作
さ
れ
た
『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』（
以
下
『
伝
絵
』）
は
、
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞

を
語
る
決
定
的
に
重
要
な
伝
記
だ
が
、
こ
こ
に
は
親
鸞
の
妻
帯
や
妻
に
つ
い
て
の
描
写
は
な
い
。
現
存
す
る
史
料
で
も
、
親
鸞
が
自
身
の
妻
帯

や
妻
、
あ
る
い
は
妻
帯
の
宗
風
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
は
な
い
。
親
鸞
の
妻
帯
を
語
る
最
も
早
い
伝
記
は
、『
伝
絵
』
と
同
じ
か
そ
れ
以
前
に

製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
親
鸞
聖
人
御
因
縁
』（
以
下
『
御
因
縁
』）
で
あ
る
。
こ
こ
で
親
鸞
は
、
出
家
者
の
念
仏
と
、
妻
帯
す
る
在

家
の
念
仏
と
の
違
い
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
月
輪
ノ
法
皇
の
願
い
を
叶
え
る
た
め
、
法
然
の
命
に
よ
っ
て
法
皇
の
七
女
・
玉

日
を
妻
と
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
思
議
に
も
法
然
は
親
鸞
が
以
前
に
六
角
堂
で
受
け
た
夢
告
の
内
容
を
知
っ
て
お
り
、
そ
う
い

う
夢
告
を
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
妻
帯
せ
よ
と
親
鸞
に
命
じ
た
た
め
、
親
鸞
は
し
か
た
な
く
妻
帯
し
た
と
い
う
。
こ
の
夢
告
と
は
、
た
と
え
お
ま

え
が
宿
報
の
た
め
に
女
犯
を
し
て
し
ま
っ
て
も
、
私
（
救
世
菩
薩
の
こ
と
│
大
澤
注
）
が
女
性
の
身
と
な
っ
て
犯
さ
れ
、
一
生
の
間
荘
厳
し
、

臨
終
の
際
に
は
極
楽
へ
引
導
す
る
と
い
う
も
の
で
、『
伝
絵
』
に
も
登
場
す
る
。『
伝
絵
』
で
は
こ
の
夢
告
に
つ
い
て
「
真
宗
繁
昌
の
奇
瑞
、
念

仏
弘
興
の
表
示
」
と
あ
る
の
み
で
、
妻
帯
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
江
戸
期
に
お
い
て
は
、『
御
因
縁
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
多
く
の
親
鸞
伝
が
六
角
堂
の
夢
告
と
玉
日
を
結
び
つ
け
、
親
鸞
の
妻

帯
が
記
述
さ
れ
て
い
っ
た
。
妻
帯
し
た
親
鸞
像
は
、
教
学
の
立
場
か
ら
の
妻
帯
論
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
物
語
を
通
し
て
も
確
立
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
摂
関
家
の
娘
と
下
級
貴
族
出
身
と
さ
れ
る
親
鸞
と
の
結
婚
は
考
え
ら
れ
ず
、
玉
日
の
実
在
も
疑
わ
し
い
。
だ
が
、
近
代
以
前

に
お
い
て
語
ら
れ
る
親
鸞
の
妻
は
恵
信
尼
で
は
な
く
玉
日
が
中
心
で
あ
り
、「
在
家
修
行
ノ
先
達
ト
ナ
リ
」、「
偏
ニ
在
家
似
同
ノ
宗
旨
ヲ
建
立

シ
」
と
い
っ
た
文
言
で
、
在
家
の
往
生
を
証
明
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
妻
帯
す
る
在
家
と
同
じ
宗
旨
を
打
ち
立
て
る
た
め
に
親
鸞
は
妻
帯
し
た

の
だ
と
語
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

２

明
治
五
年
以
降
の
妻
帯
論

明
治
に
入
る
と
、
僧
侶
に
俗
籍
・
姓
名
が
与
え
ら
れ
、
僧
侶
の
公
的
身
分
の
世
俗
化
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
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年
の
太
政
官
布
告
第
一
七
十
号
で
公
布
さ
れ
た
戸
籍
法
の
編
成
の
大
事
業
の
な
か
で
、
僧
尼
の
職
分
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
曹
洞
宗
の
鴻
雪
爪
が
真
宗
以
外
の
僧
侶
の
破
戒
・
無
戒
の
実
情
を
踏
ま
え
、
そ
う
し
た
状
況
の
打
開
策
と
し
て
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
公
認
の

建
白
書
を
政
府
に
提
出
し
た
。
そ
の
狙
い
は
、
新
体
制
に
応
じ
た
僧
侶
身
分
の
安
定
化
に
あ
っ
た
。
鴻
の
建
白
運
動
も
あ
り
、
一
八
七
二
（
明

治
五
）
年
の
い
わ
ゆ
る
「
肉
食
妻
帯
勝
手
令
」
に
よ
り
、
真
宗
以
外
の
僧
侶
も
妻
帯
が
公
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

政
府
に
よ
る
肉
食
妻
帯
の
許
可
に
対
す
る
反
応
と
し
て
は
、
福
田
行
誡
が
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
教
部
省
へ
建
言
し
た
『
雪
窓
答
問
』

や
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
の
有
安
道
人
に
よ
る
『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
が
あ
り
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
は
、
日
光
寺
の
吉
岡
信
行

が
『
求
化
微
糧
談
』
一
巻
〜
六
巻
で
十
善
の
立
場
か
ら
妻
帯
を
論
じ
、
十
善
に
関
す
る
著
作
も
多
数
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
福
田
は
、
肉
食
妻

帯
勝
手
令
を
批
判
し
て
教
部
省
に
そ
の
取
り
消
し
を
願
い
出
た
だ
け
で
な
く
、
各
宗
本
山
録
事
の
住
職
に
宛
て
て
肉
食
妻
帯
勝
手
令
が
仏
教
の

本
律
を
乱
し
、
廃
仏
の
基
礎
と
な
る
な
ど
、
こ
の
布
告
の
欠
点
を
五
箇
条
に
ま
と
め
た
文
書
（「
五
不
可
」）
を
送
付
し
た
。
一
方
、
有
安
は
、

新
し
い
時
代
の
仏
教
の
あ
り
方
と
し
て
、
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
は
是
か
否
か
を
自
問
し
て
い
る
。

曹
洞
宗
で
は
、
肉
食
妻
帯
勝
手
令
か
ら
二
カ
月
と
経
た
な
い
六
月
二
日
、
曹
洞
宗
の
教
導
職
に
対
し
て
戒
律
を
遵
守
す
る
旨
を
発
信
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
本
来
戒
律
と
王
法
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
戒
律
を
犯
す
者
は
官
刑
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の

勝
手
令
に
よ
っ
て
戒
律
は
僧
侶
に
委
ね
ら
れ
、
持
戒
も
勝
手
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
戒
律
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
、
情
欲
を
ほ
し
い
ま

ま
に
し
て
僧
侶
が
善
性
を
損
な
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
、「
依
之
末
派
の
僧
侶
を
教
ゆ
る
に
は
従
前
の
通
佛
祖
の
戒
律
を
以
て
急
度
教

諭
に
及
ぶ
べ
く
」
よ
う
に
と
通
達
し
て
い
る
。
僧
侶
は
従
来
通
り
戒
律
を
遵
守
し
て
妻
帯
せ
ず
、
風
紀
を
守
る
よ
う
に
と
の
方
針
で
あ
る
。
一

八
七
四
（
明
治
七
）
年
八
月
二
十
三
日
に
大
教
院
か
ら
末
派
寺
院
へ
出
さ
れ
た
示
達
で
も
、
肉
食
妻
帯
の
解
禁
は
国
法
上
の
も
の
で
あ
っ
て
宗

派
の
規
則
を
破
ら
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
僧
侶
は
風
紀
を
守
る
よ
う
に
と
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
翌
年
の
曹
洞
宗
の
宗
議
会
で
は
一
議
員
の
意
見
陳
述
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。
末
世
に
お
い
て
は
持
戒

す
る
者
は
稀
で
あ
り
、
と
く
に
淫
肉
の
二
戒
は
、
表
面
上
は
こ
れ
を
守
り
な
が
ら
、
裏
で
は
戒
を
犯
す
「
陽
守
陰
犯
」
の
者
が
い
る
。
し
か
も
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肉
食
妻
帯
が
公
認
さ
れ
て
以
降
は
、
表
立
っ
て
妻
帯
す
る
者
も
い
る
。
も
は
や
宗
制
で
そ
れ
を
規
制
し
よ
う
と
し
て
も
困
難
で
あ
り
、
国
法
に

抵
触
し
な
い
よ
う
、
檀
信
徒
の
信
用
を
失
わ
ず
、
布
教
に
励
む
べ
き
こ
と
が
今
日
の
急
務
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
か
ら
は
、
既
に
持
戒
が
困
難
な

状
況
に
陥
っ
て
お
り
、
せ
め
て
品
行
方
正
に
振
る
舞
い
、
信
用
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
切
実
な
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
は
、
内
務
省
番
外
達
に
よ
っ
て
肉
食
妻
帯
解
禁
の
旨
が
改
め
て
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
国
法
と
宗
規
は
別
で

あ
る
旨
が
示
さ
れ
、
同
年
に
は
日
蓮
宗
で
も
、
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
は
国
が
禁
を
解
い
た
も
の
で
あ
っ
て
宗
規
と
は
関
係
な
く
、
宗
規
に
抵
触
す

る
者
が
い
な
い
か
互
い
に
注
意
す
る
よ
う
に
と
の
通
達
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
浄
土
宗
、
天
台
宗
が
妻
帯
の
禁
止
を
通
達
し
て
お
り
、

真
言
宗
で
も
、
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
に
宗
門
内
で
の
妻
帯
公
認
の
風
説
を
否
定
し
、
風
紀
を
乱
す
こ
と
の
な
い
よ
う
と
の
指
示
が
出
さ

れ
た
。
真
宗
の
よ
う
に
妻
帯
の
根
拠
を
表
立
っ
て
主
張
で
き
な
い
な
か
、
仏
教
各
宗
派
は
肉
食
と
妻
帯
の
禁
の
継
続
を
掲
げ
、
宗
門
内
の
統
制

を
図
ろ
う
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

３

僧
侶
の
家
族

し
か
し
、
妻
帯
す
る
僧
侶
は
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
。
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
曹
洞
宗
の
栗
山
泰
音
『
僧
侶
家
族
論
』
に

よ
る
と
、
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
至
る
ま
で
の
二
十
年
間
に
な
る
と
、
妻
帯
は
自
然
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
放
任
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
非
妻
帯
を
掲
げ
る
僧
侶
は
か
な
り
少
な
く
な
っ
た
よ
う
で
、
表
向
き
に
は
、「
非
妻
帯

の
假
面
」
を
被
り
、
妻
帯
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
僧
侶
も
い
た
と
さ
れ
る
。

妻
帯
す
る
僧
侶
が
増
え
る
に
伴
っ
て
生
じ
た
の
が
、
家
族
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
僧
侶
の
近
辺
に
、
公
に
は
で
き
な
い
関
係
の
女
性

が
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
立
っ
て
妻
帯
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
当
然
、
妻
と
の
関
係
や
家
族
と
し
て
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
っ
て

く
る
か
ら
だ
。
そ
の
現
れ
の
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
代
後
半
以
降
、
僧
侶
の
妻
帯
や
仏
教
と
家
族
に
関
す
る
書
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
田
中
智
学
『
仏
教
夫
婦
論
』（
一
八
八
七
年
）、
井
上
円
了
『
雑
居
準
備

僧
弊
改
良
論
』（
一
八
九
八
年
）、
中
里
日
勝
『
僧

真宗総合研究所研究紀要 第 39号

33



風
革
新
論

一
名
蓄
妻
成
仏
義
』（
一
八
九
九
年
）、
岸
本
能
武
太
『
倫
理
宗
教
時
論
』（
一
九
〇
〇
年
）、
田
邊
善
知
『
肉
食
妻
帯
論
』（
一
九

〇
一
年
）、
栗
山
泰
音
『
僧
侶
家
族
論
』（
一
九
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

妻
帯
論
の
先
駆
と
な
っ
た
在
家
法
華
経
信
者
の
田
中
智
学
は
、
僧
侶
が
女
性
を
遠
ざ
け
る
の
は
大
乗
の
本
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
僧
侶
が
夫

婦
の
倫
理
道
徳
を
説
く
こ
と
こ
そ
救
世
の
本
旨
だ
と
主
張
す
る
。
智
学
以
降
、
脱
戒
律
と
寺
院
で
の
妻
帯
の
有
益
性
、
女
性
の
社
会
的
立
場
の

向
上
を
目
指
す
意
見
が
提
示
さ
れ
、
井
上
や
中
里
は
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
抗
意
識
か
ら
仏
教
の
革
新
の
必
要
性
を
訴
え
、
現
実
社
会
に
即
し

た
教
え
と
し
て
仏
教
を
広
め
て
い
く
こ
と
を
説
き
、
女
性
を
遠
ざ
け
る
戒
律
に
固
執
す
る
の
で
は
な
い
大
乗
の
立
場
か
ら
の
妻
帯
の
可
能
性
を

論
じ
て
い
っ
た
。
中
里
は
ま
た
、
妻
子
を
別
宅
で
は
な
く
寺
院
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
寺
院
の
財
産
を
二
分
す
る
必
要
が
な
く
、

住
職
が
世
襲
と
な
っ
て
師
弟
関
係
が
親
子
関
係
と
な
れ
ば
そ
の
関
係
も
良
好
と
な
り
、
正
当
な
妻
を
持
つ
こ
と
で
僧
侶
の
品
位
も
向
上
し
、
信

仰
に
身
が
入
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
中
里
が
挙
げ
た
財
産
や
家
族
関
係
、
僧
侶
の
妻
の
位
置
付
け
な
ど
、
僧
侶
が
妻
帯
す
る
こ
と
で
生
じ

る
具
体
的
な
事
柄
や
問
題
点
は
そ
の
後
、
栗
山
の
『
僧
侶
家
族
論
』
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
真
言
宗
で
も
、
僧
侶

の
妻
帯
公
認
に
つ
い
て
の
議
論
が
明
治
末
期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
、
妻
帯
を
公
認
し
な
い
こ
と
で
住
職
の
死
後
に
妻
子
が
路
頭
に
迷
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
実
況
や
、
妻
帯
し
て
い
る
僧
侶
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
僧
侶
が
独
身
で
い
る
こ
と
の
弊
害
や
寺
院
経
営
の
あ
り
方
な
ど
、
現

実
的
な
課
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
住
職
が
結
婚
す
る
際
の
儀
式
の
作
法
、
朝
晩
の
読
経
や
檀
信
徒
の
女
子
と
の
関
係
な
ど
、
住

職
の
妻
の
役
割
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
。
真
宗
の
よ
う
に
、
妻
帯
に
つ
い
て
の
議
論
の
蓄
積
、
妻
帯
に
ま
つ
わ
る
宗
祖

の
物
語
を
持
た
な
い
各
宗
で
は
、
教
義
や
宗
祖
の
事
蹟
を
論
じ
る
よ
り
も
、
妻
や
家
族
を
ど
う
扱
う
か
、
妻
は
ど
う
振
る
舞
う
べ
き
か
、
と
い

っ
た
実
践
的
な
問
題
の
対
処
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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二

妻
帯
と
親
鸞
伝

１

仏
教
の
改
革
者
と
し
て
の
親
鸞

僧
侶
の
妻
帯
を
め
ぐ
っ
て
は
、
仏
教
者
以
外
か
ら
も
議
論
が
起
こ
っ
て
い
る
。
宗
教
学
者
の
岸
本
能
武
太
は
『
倫
理
宗
教
持
論
』
に
お
い

て
、
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
を
世
間
も
仏
教
界
も
積
極
的
に
認
め
る
べ
き
と
の
立
場
か
ら
、
肉
食
妻
帯
の
解
禁
は
、
日
本
で
仏
教
が
進
化
す
る
兆
候

だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
社
会
の
発
達
に
伴
っ
て
宗
教
も
発
達
す
る
の
で
あ
っ
て
、
生
存
競
争
を
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
今
日
文
明

の
社
会
に
お
い
て
肉
食
を
禁
じ
妻
帯
を
禁
ず
る
と
云
ふ
は
、
如
何
に
も
不
都
合
千
万
」
で
あ
り
、
肉
食
妻
帯
が
罪
悪
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
疑

問
を
呈
し
て
い
る
。
岸
本
は
、
む
し
ろ
「
正
当
の
妻
帯
善
良
の
家
庭
は
、
人
類
生
存
の
目
的
の
為
め
、
清
潔
な
る
道
徳
の
進
化
の
為
め
、
必
要

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
訴
え
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
抗
策
と
し
て
も
妻
帯
は
有
効
だ
と
主
張
す
る
。
そ
も
そ
も
、
僧
侶
た
ち
は
隠
れ

る
よ
う
に
し
て
妻
帯
し
て
お
り
、
既
に
解
禁
同
様
の
状
態
に
陥
り
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
日
の
社
会
で
公
認
し
な
い
理
由
は
な
い
と
い
う
の

が
、
岸
本
の
意
見
だ
っ
た
。

そ
ん
な
岸
本
が
、「
仏
教
の
日
本
化
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
の
が
親
鸞
だ
っ
た
。
岸
本
は
、
親
鸞
の
こ
と
を
「
大
宗
教
家
大
改
革
者
の
手
腕

を
有
せ
し
人
な
り
」
と
評
価
し
、
真
宗
が
日
本
屈
指
の
教
団
に
成
長
し
、
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
の
は
、
肉
食
妻
帯
の
解
禁
が
最
大
の
理
由
だ

と
い
う
。
つ
ま
り
、
真
宗
は
門
戸
が
広
く
入
り
易
く
、
真
宗
僧
侶
は
家
庭
を
持
っ
て
い
る
た
め
人
情
に
通
じ
て
お
り
、
制
欲
の
た
め
に
能
力
を

浪
費
す
る
必
要
も
な
く
、
持
戒
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
偽
善
者
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
も
な
い
と
言
う
の
だ
。
岸
本
は
、
肉
食
妻
帯
が

仏
教
を
滅
ぼ
す
と
考
え
る
者
が
い
た
と
し
た
ら
、
真
宗
僧
侶
は
仏
教
徒
で
は
な
い
の
か
、
親
鸞
は
仏
教
を
滅
し
た
の
か
と
聞
き
た
い
、
と
強
く

主
張
す
る
。

明
治
末
期
に
お
い
て
、
岸
本
の
よ
う
に
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
を
論
じ
る
際
に
親
鸞
を
引
き
合
い
に
出
す
論
者
は
他
に
も
い
た
。
景
教
研
究
者
の

佐
伯
好
郎
は
、『
景
教
碑
文
研
究
』（
一
九
一
一
年
）
の
な
か
で
、
親
鸞
は
妻
を
娶
り
、
肉
食
妻
帯
主
義
の
「
模
範
」
を
示
す
こ
と
で
、
救
済
の
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問
題
は
戒
律
を
守
る
こ
と
で
は
な
く
、
信
仰
の
一
点
に
あ
る
こ
と
を
証
し
た
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
肉
食
妻
帯
と
い
う
「
親
鸞
上
人
の
事

業
」
を
、「
確
に
古
今
東
西
の
宗
教
史
上
一
大
偉
観
」
と
位
置
付
け
た
、
佐
伯
は
、
景
教
で
は
肉
食
妻
帯
に
反
対
し
て
い
な
い
と
の
立
場
か
ら
、

親
鸞
の
特
別
さ
と
景
教
と
の
関
連
性
を
論
じ
て
い
く
。
歴
史
学
者
の
原
勝
郎
も
同
時
期
に
、
日
本
と
西
洋
の
宗
教
改
革
に
相
当
す
る
出
来
事
を

比
較
す
る
な
か
で
親
鸞
の
妻
帯
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
原
は
、
ル
タ
ー
や
カ
ー
ル
ス
タ
ッ
ト
、
カ
ル
バ
ン
と
い
っ
た
十
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
宗
教
改
革
家
は
妻
帯
を
容
認
し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
と
言
い
、
日
本
の
例
と
し
て
、「
妻
帯
宗
」
で
あ
る
真
宗
を
挙
げ
る
。
原
は
、

ル
タ
ー
ら
と
同
様
に
妻
帯
す
る
真
宗
が
社
会
と
さ
ま
ざ
ま
な
接
点
を
持
ち
、
世
俗
と
交
わ
る
の
は
自
然
の
こ
と
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
明
治
末
期
に
お
い
て
親
鸞
は
妻
帯
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
、
仏
教
の
改
革
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

２

検
証
さ
れ
る
親
鸞
伝
と
妻
帯

仏
教
の
改
革
者
と
し
て
親
鸞
が
捉
え
ら
れ
て
い
く
明
治
末
期
は
、
西
洋
近
代
の
影
響
を
受
け
た
実
証
主
義
的
な
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
親

鸞
を
め
ぐ
る
物
語
が
批
判
的
に
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
伝
記
の
記
述
内
容
が
史
実
か
ど
う
か
、
い
つ
起
こ
っ
た

の
か
が
議
論
さ
れ
、
親
鸞
の
神
秘
的
な
要
素
が
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

親
鸞
の
史
実
を
め
ぐ
っ
て
は
、
村
田
勤
の
『
親
鸞
真
伝
│
│
史
的
批
評
』（
一
八
九
六
年
）
を
皮
切
り
に
、
如
来
の
化
身
と
し
て
親
鸞
を
讃

え
て
き
た
伝
記
へ
の
批
判
的
検
証
が
な
さ
れ
、
生
身
の
人
間
と
し
て
の
親
鸞
の
姿
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
大
学
の
史
学
と
し
て
は
、
長
沼

賢
海
の
「
親
鸞
聖
人
論
」（
一
九
〇
七
年
）
が
初
め
て
『
伝
絵
』
の
記
述
を
徹
底
的
に
検
証
し
、
現
存
す
る
史
料
の
う
ち
で
親
鸞
が
自
身
の
生

涯
に
つ
い
て
記
し
た
唯
一
の
記
録
と
言
え
る
『
教
行
信
証
』
の
「
後
序
」
ま
で
も
親
鸞
の
筆
で
は
な
い
と
判
定
し
た
。
さ
ら
に
中
沢
見
明
の

『
史
上
の
親
鸞
』（
一
九
二
二
年
）
に
よ
っ
て
、『
伝
絵
』
に
込
め
ら
れ
た
覚
如
の
教
団
形
成
に
対
す
る
戦
略
的
意
図
が
指
摘
さ
れ
た
。
中
沢
は

在
野
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
確
実
な
史
料
の
み
に
基
づ
く
合
理
的
手
法
に
よ
っ
て
史
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
姿
勢
は
、
そ
の
後
の
歴
史
研

究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
っ
た
。

妻帯する親鸞──近代日本の僧侶妻帯論

36



こ
の
間
、
親
鸞
の
妻
帯
や
妻
に
つ
い
て
も
検
証
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
と
く
に
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
の
「
恵
信
尼
文
書
」（
恵
信
尼

か
ら
娘
の
覚
信
尼
に
宛
て
た
手
紙
十
通
）
の
発
見
は
、
そ
れ
ま
で
の
玉
日
伝
説
を
否
定
す
る
契
機
と
な
り
、
以
降
、
親
鸞
の
妻
は
恵
信
尼
と
さ

れ
、
妻
帯
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
史
実
が
検
証
さ
れ
て
い
く
。
先
述
の
よ
う
に
、
親
鸞
自
身
が
妻
帯
や
妻
に
つ
い
て
語
っ
た
記
録
は
残
さ
れ
て
お

ら
ず
、『
伝
絵
』
に
も
妻
帯
や
妻
の
描
写
は
な
い
。
親
鸞
の
妻
帯
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
御
因
縁
』
を
は
じ
め
と
し
た
『
伝
絵
』
系
統
以
外

の
親
鸞
伝
で
あ
り
、
そ
れ
は
主
に
近
世
に
作
成
ま
た
は
普
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
親
鸞
は
、
在
家
の
た
め
の
仏
教
を
開
く
た
め
に
玉
日

を
妻
と
し
た
と
語
ら
れ
て
い
た
。
な
ら
ば
、
玉
日
伝
説
が
否
定
さ
れ
て
い
く
近
代
に
お
い
て
、
親
鸞
の
妻
帯
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
。

三

妻
帯
す
る
親
鸞

１

玉
日
伝
説
の
否
定
と
六
角
夢
想

歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
親
鸞
の
妻
が
玉
日
で
は
な
く
恵
信
尼
だ
と
確
定
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
恵
信
尼
文
書
発
見
の
数
年
後
か
ら
で
あ

る
。
発
見
か
ら
二
年
後
、
発
見
者
の
鷲
尾
教
導
が
『
親
鸞
の
室
玉
日
の
研
究
』（
一
九
二
三
年
）
で
恵
信
尼
の
周
辺
状
況
を
検
証
し
て
い
る
。

そ
の
書
名
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
恵
信
尼
に
関
す
る
記
述
で
「
玉
日
」
と
記
入
す
る
な
ど
名
称
の
混
同
が
あ
る
も
の
の
、
恵
信
尼
文
書
の
発
見

に
よ
り
史
実
的
根
拠
に
乏
し
い
玉
日
伝
説
が
否
定
さ
れ
、
親
鸞
の
妻
は
恵
信
尼
で
あ
る
こ
と
前
提
に
し
て
、
妻
帯
の
時
期
や
、
玉
日
以
外
の
妻

の
可
能
性
が
検
証
さ
れ
て
い
っ
た
。

玉
日
伝
説
を
否
定
し
て
し
ま
え
ば
、
親
鸞
が
妻
帯
し
た
理
由
や
経
緯
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
親
鸞
の
妻
帯
を
語

る
伝
記
に
お
い
て
は
、
出
家
と
在
家
の
念
仏
に
違
い
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
親
鸞
は
法
然
の
命
で
玉
日
を
妻
と
し
た
と
さ
れ
て
い

た
。
玉
日
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
親
鸞
が
在
家
の
た
め
の
仏
教
を
開
い
た
と
い
う
説
明
も
成
り
立
た
な
く
な
り
、
真
宗
の
妻
帯
の
宗
風
の
根
拠

も
な
く
な
る
。
こ
れ
で
は
、
妻
帯
に
関
し
て
他
宗
と
の
差
別
化
も
で
き
な
い
。
親
鸞
は
な
ぜ
妻
帯
し
た
の
か
、
真
宗
の
妻
帯
は
、
他
宗
と
ど
う
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違
う
の
か
。
歴
史
研
究
に
よ
る
史
実
検
証
と
恵
信
尼
文
書
の
発
見
は
、
こ
の
問
題
を
再
び
浮
上
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
が
、
親
鸞
が
二
十
九
歳
の
と
き
に
六
角
堂
で
受
け
た
と
さ
れ
る
先
の
夢
告
で
あ
る
。
救
世
菩
薩
が
女

性
の
身
と
な
っ
て
犯
さ
れ
、
臨
終
の
際
に
は
極
楽
へ
引
導
す
る
と
い
う
こ
の
夢
告
は
「
女
犯
偈
」
と
呼
ば
れ
、『
伝
絵
』
で
は
、
親
鸞
の
六
角

堂
参
籠
と
、
そ
こ
で
夢
告
を
受
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
六
角
夢
想
）
で
登
場
す
る
。
比
叡
山
で
勉
学
に
励
ん
で
い
た
親
鸞
が
、「
隠
遁
の

こ
こ
ろ
ざ
し
に
ひ
か
れ
て
」
吉
水
の
法
然
を
尋
ね
た
と
い
う
場
面
の
後
の
段
に
記
さ
れ
た
こ
の
夢
告
は
、
親
鸞
が
妻
を
娶
る
と
い
う
具
体
的
な

こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
夢
告
で
は
、
救
世
菩
薩
が
さ
ら
に
続
け
て
、「
此
は
是
我
が
誓
願
な
り
、
善
信
こ
の
誓
願
の
旨
趣
を

宣
説
し
て
、
一
切
群
生
に
き
か
し
む
べ
し
」
と
命
じ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
夢
告
の
内
容
が
妻
帯
の
許
可
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
妻

帯
が
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
在
俗
の
人
々
に
向
か
っ
て
妻
帯
の
許
可
を
説
く
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
く
、「
女
犯
偈
」
は
妻
帯
の
許
可
で
は
な

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
だ
が
、
明
治
以
降
、
改
め
て
こ
の
夢
告
と
六
角
堂
参
籠
前
後
の
親
鸞
の
動
向
が
妻
帯
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
妻
帯
の
経
緯

と
理
由
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

２

親
鸞
の
性
欲
と
凡
庸
な
妻
帯

親
鸞
の
妻
帯
の
理
由
が
六
角
堂
の
夢
告
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
際
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る
戒
律
違
反
と
ど
う
異
な
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
親
鸞
の
性
欲
で
あ
る
。

近
代
に
入
り
、
親
鸞
の
性
欲
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
嚆
矢
は
、
村
田
の
『
親
鸞
真
伝
│
史
的
批
評
』
で
あ
る
。
村
田
は
、
観
音
が
「
我
成
玉

女
身
被
犯
」
な
ど
と
い
う
告
命
を
す
る
は
ず
が
な
く
、
夢
告
は
「
寧
ろ
一
転
し
て
親
鸞
其
人
の
多
情
を
表
示
せ
し
も
の
な
り
」
と
結
論
づ
け

た
。
村
田
に
言
わ
せ
れ
ば
、
親
鸞
は
性
欲
が
旺
盛
で
あ
っ
た
た
め
に
自
己
の
願
望
と
し
て
そ
の
よ
う
な
夢
告
を
受
け
た
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
は

妻
帯
す
る
以
前
か
ら
女
犯
を
実
行
し
て
お
り
、
関
白
の
令
嬢
と
い
う
身
分
の
高
い
女
性
を
「
多
情
な
る
壮
年
僧
に
」
嫁
が
せ
た
と
い
う
玉
日
伝

説
は
、
夢
の
内
容
と
合
わ
せ
る
た
め
に
後
世
に
作
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
妻
帯
の
理
由
が
性
欲
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
親
鸞
の
妻
帯
は
特
別
な

妻帯する親鸞──近代日本の僧侶妻帯論

38



も
の
で
は
な
く
、
性
欲
を
自
制
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
の
破
戒
と
い
う
、
あ
る
意
味
凡
庸
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
で
は
、
先
の
岸
本
の
よ
う
に

親
鸞
を
「
大
宗
教
家
大
改
革
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

村
田
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
親
鸞
の
性
欲
を
正
面
か
ら
論
じ
た
の
が
木
下
尚
江
だ
っ
た
。
木
下
は
、『
法
然
と
親
鸞
』（
一
九
一
一
年
）

で
、「
親
鸞
と
云
へ
ば
、
直
ぐ
出
る
の
が
「
肉
食
妻
帯
」」
だ
と
述
べ
、
親
鸞
は
、「
内
に
動
く
性
欲
の
前
に
面
を
向
け
る
に
耐
え
な
か
っ
た
」

と
そ
の
性
欲
に
注
目
し
、
親
鸞
は
「
内
に
は
猛
烈
な
男
児
の
欲
、
外
に
は
強
暴
な
社
会
の
名
誉
」
の
た
め
に
六
角
堂
に
通
っ
た
の
だ
と
論
じ

る
。
妻
帯
は
在
家
の
た
め
で
は
な
く
、
親
鸞
自
身
の
性
欲
が
原
因
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
自
分
の
性
欲
の
解
決
の
た
め
に
妻
帯
し
た
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
妻
帯
は
単
な
る
破
戒
と
何
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
本
願
寺
派
の
前
田
彗
雲
の
よ
う
に
、
親
鸞
の
妻
帯
は
「
普
通
の
人
が
妻
に
対
す
る
情
と
は
マ
ル
キ
リ
違
つ
て
居
る
」
と
訴
え
る
者
も

い
た
。
前
田
は
、『
親
鸞
聖
人
』（
一
九
〇
五
年
）
の
な
か
で
、「
聖
人
は
眼
中
肉
も
な
く
女
も
な
か
つ
た
の
で
唯
一
の
師
匠
の
命
の
み
が
あ
つ

た
」
と
し
、
親
鸞
の
性
欲
を
否
定
す
る
。
彼
は
、
親
鸞
が
夢
告
の
と
お
り
自
分
の
妻
（
玉
日
）
を
観
音
の
化
身
だ
と
信
じ
、
彼
女
が
親
鸞
の
救

済
と
阿
弥
陀
の
教
え
を
広
め
る
た
め
に
顕
現
し
た
の
だ
と
述
べ
る
。
こ
の
時
点
で
は
恵
信
尼
文
書
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
前
田
は
玉
日

伝
説
を
前
提
に
し
て
六
角
堂
の
夢
告
を
読
み
解
き
、
親
鸞
の
妻
帯
の
特
別
さ
を
論
じ
て
い
る
。

明
治
に
入
っ
て
も
、
真
宗
で
は
宗
風
を
語
る
際
に
親
鸞
の
妻
帯
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
制
定
の
「
宗
制
寺
法
」

の
第
一
条
に
も
、
親
鸞
が
「
蓄
妻
噉
肉
ノ
宗
風
ヲ
開
」
い
た
と
あ
る
。
だ
が
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
、
親
鸞
の
当
時
の
僧
侶
の
妻
帯
は
珍
し

く
な
く
、
親
鸞
の
妻
帯
の
み
が
特
別
で
は
な
か
っ
た
と
次
第
に
論
じ
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
親
鸞
が
「
妻
噉
肉
ノ
宗
風
ヲ
開
」
い
た
と

は
言
え
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
長
沼
賢
海
は
、
親
鸞
が
肉
食
妻
帯
を
許
し
た
、
あ
る
い
は
禁
じ
た
と
い
う
証
拠
は
何
も
な
く
、
親
鸞
が
肉
食
や

妻
帯
を
積
極
的
に
門
弟
に
勧
め
た
根
拠
も
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
長
沼
は
、
子
孫
が
い
る
以
上
親
鸞
の
妻
帯
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
だ

が
、
そ
れ
が
他
宗
の
僧
侶
と
異
な
る
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
と
主
張
す
る
。
村
上
専
精
も
ま
た
、
肉
食
妻
帯
の
宗
風
を
以
て
親
鸞
の
「
大
英

断
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
親
鸞
は
宗
風
を
打
ち
立
て
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
非
僧
非
俗
の
態
度
で
清
僧
を
装
わ
な
か
っ
た
の
だ
と
述
べ
て
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い
る
。

３

内
省
す
る
求
道
者
の
特
別
な
妻
帯

で
は
、
親
鸞
の
妻
帯
は
ど
う
い
っ
た
点
に
お
い
て
特
別
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、
妻
帯
に
対
す
る
親
鸞
の
深
い
内
省
で
あ
る
。
江
戸
期
に
お
い
て
、
他
宗
か
ら
妻
帯
の
理
由
を
問
わ

れ
た
際
、
真
宗
で
は
宗
風
の
根
拠
を
論
じ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
弁
解
に
徹
し
て
い
た
。
江
戸
期
の
妻
帯
論
で
は
、
妻
子
を
持
っ
て
い
る
か
い

な
い
か
だ
け
で
優
劣
を
判
断
す
る
の
は
仏
法
の
理
を
知
ら
な
い
と
い
っ
た
主
張
や
、
真
宗
の
僧
侶
は
一
人
の
女
性
を
坊
守
と
定
め
て
他
の
女
性

と
関
係
を
持
っ
た
り
、
妻
帯
を
か
く
し
た
り
し
な
い
た
め
、
真
宗
の
妻
帯
は
破
戒
と
は
異
な
る
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

大
正
期
頃
か
ら
親
鸞
の
妻
帯
は
、
彼
の
内
面
の
問
題
か
ら
そ
の
特
異
性
が
語
ら
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
金
子
大
栄
は
、
妻
帯
に
対
す
る
内
省
と
人
間
を
見
つ
め
る
態
度
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
の
妻
帯
は
特
別
な
も
の
だ
っ
た
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、「
罪
悪
深
重
の
自
己
を
観
た
」
親
鸞
は
、「
平
等
大
悲
の
教
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
が
「
明
ら
か
に

な
つ
た
た
め
」
に
妻
帯
し
た
の
だ
と
、
妻
帯
の
理
由
を
論
じ
て
い
る
。
中
沢
も
ま
た
、
親
鸞
が
「
女
犯
偈
」
の
よ
う
な
夢
告
を
受
け
る
は
ず
が

な
く
、「
女
犯
を
以
て
諸
人
の
範
と
な
る
べ
き
も
の
と
認
る
や
う
な
無
慚
無
愧
の
聖
人
で
は
な
か
つ
た
」
と
述
べ
、
親
鸞
は
自
身
が
愛
欲
の
広

海
に
沈
没
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
中
沢
は
、
親
鸞
が
在
家
救
済
の
た
め
に
妻
帯
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
こ
と
は

否
定
し
つ
つ
、
妻
帯
の
理
由
を
親
鸞
の
内
面
の
問
題
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
同
時
期
に
は
他
に
も
、「
男
が
女
を
要
求
し
、
女
が
男
を
要
求
す

る
の
は
、
こ
れ
性
の
自
然
で
あ
る
」
と
の
立
場
か
ら
、「
従
来
の
仏
教
が
こ
の
欲
を
制
し
、
僧
侶
に
妻
帯
を
禁
ず
る
の
は
、
不
自
然
の
は
な
は

だ
し
き
も
の
で
あ
る
」
た
め
、
親
鸞
は
妻
帯
に
踏
み
切
っ
た
と
の
意
見
も
あ
る
。
男
女
の
自
然
な
要
求
、
す
な
わ
ち
人
間
本
来
の
姿
を
受
け
と

め
た
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
の
妻
帯
は
特
別
な
の
だ
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
ル
タ
ー
と
の
比
較
に
つ
い
て
も
、
大
正
期
に
は
明
治
期
と
は
異
な
る
意

見
が
出
始
め
た
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
親
鸞
に
は
ル
タ
ー
と
違
っ
て
宗
教
改
革
の
意
志
は
な
く
、
妻
帯
は
し
た
が
、
そ
れ
は
「
背
教
者
の
痛
烈
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な
後
悔
に
沈
ま
し
む
る
行
為
」
で
あ
っ
て
、「
憂
悶
の
打
ち
沈
ん
だ
親
鸞
が
、
ど
う
し
て
雄
々
し
い
宗
教
改
革
な
ど
企
」
て
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
も
の
だ
。
親
鸞
は
、
妻
帯
の
宗
風
を
打
ち
出
し
た
改
革
者
と
し
て
で
は
な
く
、
煩
悶
と
自
己
省
察
を
重
ね
た
姿
勢
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
親
鸞
を
め
ぐ
る
物
語
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。
恵
信
尼
文
書
が
発
見
さ
れ
て
間
も
な
い
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
前
後
に

は
、
親
鸞
を
取
り
上
げ
た
戯
曲
や
小
説
の
流
行
現
象
（
親
鸞
ブ
ー
ム
）
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
主
要
な
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
親
鸞
の

青
年
期
（
出
家
〜
流
罪
ま
で
）
を
取
り
上
げ
、
六
角
堂
参
籠
前
後
の
親
鸞
の
悩
み
を
取
り
上
げ
た
作
品
で
は
、
性
欲
に
対
す
る
親
鸞
の
深
い
悩

み
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
時
期
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
石
丸
梧
平
の
『
人
間
親
鸞
』（
一
九
二
二
年
）
の
親
鸞
は
、「
人
間
の

生
き
た
身
体
の
う
ち
に
、
か
う
し
た
煩
悩
の
あ
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
て
好
い
も
の
か
！
そ
れ
と
も
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
ど
う
す
れ

ば
こ
れ
を
断
ち
切
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
」「
如
何
に
し
て
こ
の
悩
ま
し
い
煩
悩
か
ら
逃
れ
」
ら
れ
る
か
、
と
、
ひ
た
す
ら
悩
ん
で
毎
夜
六
角

堂
に
参
籠
す
る
。
以
降
、
吉
川
英
治
『
親
鸞
』（
一
九
三
八
年
）、
戦
後
の
丹
羽
文
雄
『
親
鸞
』（
一
九
六
〇
年
）
で
も
、
煩
悩
あ
る
人
間
本
来

の
あ
り
方
に
悩
む
親
鸞
が
描
写
さ
れ
、
親
鸞
は
性
欲
の
た
め
に
妻
帯
し
た
の
で
は
な
く
、
性
欲
や
煩
悩
に
悩
む
自
己
（
人
間
）
を
深
く
見
つ
め

た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
自
ら
妻
帯
し
て
在
家
の
た
め
の
宗
を
開
い
た
宗
祖
で
は
な
く
、
性
欲
や
人
間
の
あ
り

方
に
悩
む
一
人
の
求
道
者
と
し
て
の
親
鸞
像
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

江
戸
期
に
お
い
て
、
在
家
の
往
生
、
在
家
救
済
の
た
め
に
妻
帯
の
宗
風
を
開
い
た
と
語
ら
れ
た
親
鸞
は
、
明
治
に
な
る
と
、
日
本
仏
教
の
改

革
者
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
恵
信
尼
文
書
の
発
見
や
実
証
主
義
的
な
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
、
妻
帯
を
め
ぐ
る
前
近
代
の
物

語
の
記
述
が
否
定
さ
れ
、
僧
侶
の
妻
帯
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
親
鸞
の
妻
帯
は
特
別
な
も
の
で
は
な
い
と
の
言
説
が
現
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、
妻
帯
に
至
る
親
鸞
の
内
面
的
苦
悩
で
あ
る
。
深
く
内
省
し
、
自
己
と
向
き
合
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い
、
人
間
の
あ
り
方
を
見
つ
め
た
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
の
妻
帯
、
そ
し
て
親
鸞
は
特
別
な
の
だ
と
い
う
語
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
男
性
で
あ
る

親
鸞
が
性
欲
と
い
う
自
己
の
罪
悪
に
つ
い
て
悩
み
、
内
省
す
る
姿
勢
が
注
視
さ
れ
て
い
く
。

妻
帯
す
る
親
鸞
は
そ
の
後
、
夫
婦
関
係
も
注
目
さ
れ
て
い
っ
た
。
親
鸞
が
妻
で
あ
る
恵
信
尼
を
六
角
堂
の
観
音
の
化
身
と
信
じ
、
恵
信
尼
も

ま
た
親
鸞
を
観
音
の
化
身
と
信
じ
て
い
た
、
と
の
語
り
で
あ
る
。
親
鸞
と
恵
信
尼
は
互
い
に
助
け
合
っ
て
信
仰
生
活
を
送
っ
た
と
さ
れ
、
恵
信

尼
は
真
宗
寺
院
の
住
職
の
配
偶
者
で
あ
る
坊
守
の
理
想
型
と
し
て
も
語
ら
れ
て
い
く
。
近
代
日
本
に
お
い
て
親
鸞
は
、
性
欲
に
悩
み
、
深
く
内

省
す
る
求
道
者
と
し
て
だ
け
な
く
、
内
助
者
た
る
妻
を
持
つ
家
庭
人
と
し
て
、
さ
ら
に
特
別
な
妻
帯
者
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

１

こ
の
点
に
関
し
て
川
橋
範
子
は
、「
仏
教
教
団
は
、
仏
教
各
宗
派
が
、
男
性
僧
侶
の
婚
姻
を
慣
習
化
し
、
真
宗
同
様
に
「
在
家
化
」
し
て
い
る
事
実
と
真
剣

に
向
き
合
お
う
と
せ
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
表
面
上
は
出
家
主
義
を
標
榜
し
て
い
る
」
と
看
破
し
、
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
女
性
た
ち
の
問
題
を
論
じ
て

い
る
（
川
橋
範
子
『
妻
帯
仏
教
の
民
族
誌

ジ
ェ
ン
ダ
ー
宗
教
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
八
三
頁
）。

２

Pham
Thi

Thu
G

iang

『
日
本
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
問
題
に
つ
い
て
│
│
そ
の
実
態
の
歴
史
的
変
化
と
思
想
的
特
徴
』
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
人
間

文
化
研
究
科
博
士
論
文
、
二
〇
〇
七
年
お
よ
び
大
澤
絢
子
「
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
は
い
か
に
確
立
し
た
か
│
│
江
戸
期
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯

に
対
す
る
厳
罰
化
と
親
鸞
伝
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
研
究
』
四
九
集
、
二
〇
一
四
年
。

３

川
橋
、
前
掲
『
妻
帯
仏
教
の
民
族
誌

ジ
ェ
ン
ダ
ー
宗
教
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
の
ほ
か
、
丹
羽
宣
子
『〈
僧
侶
ら
し
さ
〉
と
〈
女
性
ら
し
さ
〉
の
宗
教

社
会
学
│
│
日
蓮
宗
女
性
僧
侶
の
事
例
か
ら
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九
年
や
那
須
英
勝
・
本
多
彩
・
碧
海
寿
広
編
『
現
代
日
本
の
仏
教
と
女
性
│
│
文
化

の
越
境
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
、Jaffe,M

R
ichard,“N

either
M
onk

nor
Laym

an
:
clericalm

arriage
in
M
odern

Japanese
Bud

dhism
”

（Princeton
university

press,2001

）、Jessica
Starling.,

“G
uardians

of
the

Buddha’s
H
om
e
:
D
om
estic

Religion
in
the

C
ontem

porary

Jōdo
Shinshū”

（U
niversity

of
H

aw
aiiPress,2019

）。

４

こ
こ
で
は
、
人
々
に
創
作
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
一
つ
の
共
同
体
を
維
持
す
る
物
語
と
し
て
の
教
祖
伝
に
注
目
し
、
親
鸞
や
日
蓮
の
ほ
か
、
新
宗
教

の
教
祖
の
伝
記
を
検
証
し
た
幡
鎌
一
弘
編
『
語
ら
れ
た
教
祖
│
│
近
世
・
近
現
代
の
信
仰
史
│
│
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
二
年
）
の
用
例
に
な
ら
い
、
開
祖

・
祖
師
・
開
山
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
教
団
創
始
者
を
一
括
し
て
教
祖
と
表
現
す
る
。
教
祖
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
集
団
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た

し
、
そ
の
意
味
で
し
ば
し
ば
模
倣
の
対
象
に
も
な
り
、
時
に
は
救
済
論
的
な
立
場
か
ら
、
死
後
あ
る
い
は
生
前
か
ら
、
神
的
な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
崇
拝
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の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
人
物
と
さ
れ
る
（
宮
本
要
太
郎
「
聖
者
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
│
│
比
較
宗
教
学
的
考
察
の
試
み
」
島
岩
、
坂
田
貞
二
編
『
聖
者

た
ち
の
イ
ン
ド
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
九
〜
二
三
〇
頁
）。

５

女
性
教
祖
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
浅
野
美
和
子
『
女
教
祖
の
誕
生
│
│
如
来
教
の
祖
・
媹
姾
如
来
喜
之
』（
藤
原
書
店
、
二
〇

〇
一
年
）、
安
丸
良
夫
『
出
口
な
お

女
性
教
祖
と
救
済
思
想
』（
洋
泉
社
、
二
〇
〇
九
年
）
や
、
堀
内
み
ど
り
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
た
教
祖
伝
」

（
幡
鎌
一
弘
編
、
前
掲
『
語
ら
れ
た
教
祖
│
近
世
・
近
現
代
の
信
仰
史
』）
な
ど
が
あ
る
。

６
「
他
人
者
勿
論
、
親
類
之
好
雖
有
之
、
寺
院
坊
舎
女
人
不
可
抱
置
之
、
但
、
有
来
妻
帯
者
可
為
各
別
事
」（
文
部
省
宗
教
局
編
『
江
戸
時
代
宗
教
法
令
集
』

第
十
六
輯
、
原
書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
一
頁
。）「
有
来
妻
帯
」
が
ど
の
宗
の
僧
を
指
す
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
「
そ
れ
該
当
す
る
宗
旨
が
、

お
お
む
ね
真
宗
教
団
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
（
真
宗
僧
侶
以
外
で
は
、
山
伏
の
み
に
妻
帯
が
認
め
ら
れ
て
い
た
）、
真
宗
僧
侶
の
風
儀
と
し
て
の
妻
帯

を
幕
府
が
改
め
て
追
認
し
た
こ
と
を
意
味
」
す
る
と
さ
れ
る
（
平
田
厚
志
「
解
説
学
僧
著
述
の
真
宗
倫
理
書
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料

文
書
記
録
編

１５

近
世
倫
理
書
』
法
藏
館
、
二
〇
一
〇
年
、
四
二
九
頁
。

７

石
川
力
山
「
近
世
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
論
」
大
隅
和
雄
編
『
中
世
の
仏
教
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
五
頁
。
な
お
、
こ
の
時
期

の
妻
帯
論
は
、
肉
食
の
問
題
を
合
わ
せ
て
論
じ
た
肉
食
妻
帯
論
だ
が
、
本
稿
で
は
妻
帯
に
注
目
し
て
論
じ
る
。

８

Jaffe

、
前
掲
、
三
五
頁
お
よ
び
四
二
〜
四
四
頁
。

９

Pham
Thi

Thu
G

iang

「
近
世
浄
土
真
宗
と
肉
食
妻
帯
論
│
│
そ
の
人
間
観
お
よ
び
仏
教
観
」『
人
間
文
化
研
究
科
年
報
』
二
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
、
四
〇

七
頁
。

１０

塩
谷
菊
美
「
解
題
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料
伝
記
編
１
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
四
五
一
頁
。

１１

毫
摂
寺
蔵
写
本
「
親
鸞
聖
人
御
因
縁
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
『
大
系
真
宗
史
料

伝
記
編
１

親
鸞
伝
』、
三
〜
六
頁
。

１２
「
行
者
宿
報
設
女
犯

我
成
玉
女
身
被
犯

一
生
之
間
能
荘
厳

臨
終
引
導
生
極
楽
」。「
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
」
真
宗
聖
典
編
纂
委
員
会
編
『
真
宗
聖

典
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
、
七
二
五
頁
。

１３
「
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
」、
前
掲
『
真
宗
聖
典
』、
七
二
五
頁
。

１４

大
澤
、
前
掲
「
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
は
い
か
に
確
立
し
た
か
」。

１５

平
雅
行
『
改
訂

歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』
法
藏
館
、
二
〇
二
一
年
、
一
五
六
〜
一
六
一
頁
。
兼
実
に
は
二
人
の
娘
が
い
た
が
、
一
人
は
後
鳥
羽
天
皇

の
中
宮
と
な
っ
た
宜
秋
門
院
任
子
で
、
も
う
一
人
は
四
歳
で
夭
折
し
て
い
る
（
多
賀
宗
隼
『
玉
葉
索
引
│
│
藤
原
兼
実
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

四
年
）。
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１６
「
御
伝
照
蒙
記
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料

伝
記
編
２

御
伝
鈔
注
釈
』、
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
四
頁
。
お
よ
び
「
善
信
聖
人
報

恩
抄
」
前
掲
『
大
系
真
宗
史
料

伝
記
編
１

親
鸞
伝
』、
一
二
八
頁
。

１７

森
岡
清
美
「
身
分
か
ら
職
分
へ
│
│
明
治
維
新
期
の
法
制
改
革
に
み
る
僧
尼
の
世
俗
化
」
竹
中
信
常
博
士
頌
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
宗
教
文
化
の
諸

相
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
四
年
。

１８

Jaffe
、
前
掲
、
一
〇
九
頁
。

１９

池
田
英
俊
「
近
代
仏
教
の
形
成
と
「
肉
食
妻
帯
論
」
を
め
ぐ
る
問
題
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
七
巻
第
二
号
、
一
九
八
九
年
、
七
七
六
頁
。

２０

同
前
、
七
七
九
頁
。

２１

梶
宝
順
編
『
行
誡
上
人
全
集
』
仏
教
学
会
、
一
八
九
九
年
、
一
〜
三
二
頁
。

２２

明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
編
集
委
員
会
編
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』
第
六
巻
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
二
年
、
一
七
一
頁
。

２３

栗
山
泰
音
『
僧
侶
家
族
論
』
桜
樹
下
堂
、
一
九
一
七
年
、
六
〇
頁
。

２４

同
前
、
六
二
〜
三
頁

２５

同
前
、
六
三
頁
。

２６

同
前
、
六
二
頁
。

２７
『
明
教
新
誌
』
五
九
二
号
、
一
八
七
八
年
。

２８
『
明
教
新
誌
』
一
三
一
六
号
（
知
恩
院
録
事
壬
午
第
十
一
号
明
治
一
五
年
四
月
一
日
）、『
明
教
新
誌
』
三
一
八
八
号
（
天
台
宗
癸
巳
訓
諭
第
一
号
明
治
二
六

年
六
月
一
日
）。『
明
教
新
誌
』
三
九
七
二
号
（
真
言
宗
録
事
訓
諭

明
治
三
〇
年
七
月
一
二
日
）。

２９

栗
山
、
前
掲
『
僧
侶
家
族
論
』、
五
九
頁
。

３０

伊
藤
尚
徳
「
結
婚
す
る
僧
侶
│
近
代
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
論
│
」『
蓮
華
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
一
五
年
、
二
一
七
頁
。

３１

田
中
智
学
『
仏
教
夫
婦
論
』
国
柱
会
本
部
、
一
九
三
〇
年
、
四
一
頁
。
本
書
は
明
治
天
皇
婚
礼
二
五
年
の
記
念
式
典
の
際
に
献
上
さ
れ
た
。
伊
藤
は
、
仏

教
の
実
践
に
基
づ
き
な
が
ら
日
蓮
の
『
立
正
安
国
論
』
を
基
盤
に
国
家
主
義
に
偏
る
主
張
が
智
学
の
夫
婦
論
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
前
掲

『
結
婚
す
る
僧
侶
│
近
代
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
論
』、
二
三
〇
頁
）。

３２

伊
藤
、
前
掲
『
結
婚
す
る
僧
侶
│
近
代
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
論
』、
二
三
〇
頁
。

３３

井
上
円
了
『
僧
弊
改
良
論

雑
居
準
備
』
森
江
書
店
、
一
八
九
八
年
、
三
六
〜
三
七
頁
。
お
よ
び
中
里
日
勝
『
僧
風
革
新
論

一
名
・
畜
妻
成
仏
義
』
万

寿
堂
、
一
八
九
九
年
、
八
〜
一
〇
頁
。
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３４

栗
山
は
、
曹
洞
宗
が
妻
帯
を
公
認
し
な
い
た
め
、
夫
と
共
に
葬
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
住
職
の
妻
の
実
情
も
訴
え
て
い
る
（
前
掲
『
僧
侶
家
族
論
』、
二
六
九

頁
）。

３５

芙
美
生
「
僧
侶
の
妻
帯
問
題
に
就
い
て
（
接
前
）」『
六
大
新
報
』
一
九
〇
四
年
七
月
、
八
頁
お
よ
び
教
友
子
「
妻
帯
公
認
論
（
一
）」「
妻
帯
公
認
論

（
二
）」『
六
大
新
報
』
一
九
一
〇
年
一
月
、
二
月
。

３６

晩
翠
「
貴
社
新
報
の
公
認
妻
帯
論
を
読
ん
で
」『
六
大
新
報
』
一
九
一
〇
年
五
月
、
三
〇
頁
。

３７

岸
本
能
武
太
『
倫
理
宗
教
時
論
』
警
醒
社
、
一
九
〇
〇
年
、

３８

同
前
、
二
四
〇
〜
二
四
四
頁
。

３９

同
前
、
二
四
四
〜
二
四
五
頁
。

４０

同
前
、
二
五
〇
頁
。

４１

同
前
、
二
四
七
頁
。

４２

同
前
、
二
四
八
頁
。

４３

同
前
、
二
五
〇
頁
。

４４

佐
伯
好
郎
『
景
教
碑
文
研
究
』
松
漏
書
院
、
一
九
一
一
年
、
一
一
一
頁
。

４５

同
前
、
一
一
一
頁
。

４６

原
勝
郎
「
東
西
の
宗
教
改
革
」『
藝
文
』
二
年
、
七
号
、
一
九
一
一
年
、
九
〜
一
〇
頁
。

４７

同
前
、
一
〇
〜
一
一
頁
。

４８

福
島
和
人
『
近
代
日
本
の
親
鸞
│
│
そ
の
思
想
史
』
法
藏
館
、
一
九
七
三
年
。

４９
『
史
学
雑
誌
』
に
一
九
〇
七
年
か
ら
一
〇
回
に
わ
た
り
連
載
。
一
九
二
八
年
に
『
日
本
宗
教
史
の
研
究
』
と
し
て
刊
行
。

５０

中
沢
見
明
『
史
上
の
親
鸞
』
文
献
書
院
、
一
九
二
二
年
。

５１

平
松
令
三
『
親
鸞
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
一
四
頁
。

５２

塩
谷
菊
美
『
語
ら
れ
た
親
鸞
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
六
頁
。

５３

恵
信
尼
の
晩
年
を
検
証
し
た
章
も
「
玉
日
の
晩
年
と
往
生
」
と
題
さ
れ
て
い
る
（
鷲
尾
教
導
『
親
鸞
の
室
玉
日
の
研
究
』
中
外
出
版
、
一
九
二
三
年
）。

５４

恵
信
尼
文
書
の
発
見
以
降
、
一
貫
し
て
親
鸞
の
妻
は
恵
信
尼
一
人
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
沢
は
（『
史
上
の
親
鸞
』
一
九
二
二
年
）、
恵
信
尼
を
三

人
目
の
妻
と
し
、
山
田
文
昭
（『
山
田
文
昭
遺
稿

第
一
巻
（
真
宗
史
稿
）』
一
九
三
四
年
）
の
二
人
説
、
藤
原
猶
雪
（『
真
宗
史
研
究
』
一
九
三
九
年
）
が
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三
人
説
、
宮
崎
圓
遵
（『
親
鸞
と
そ
の
門
弟
』
一
九
五
六
年
）
が
二
人
説
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
玉
日
説
は
否
定
し
て
い
る
。

５５
「
六
角
夢
想
」
で
は
さ
ら
に
続
け
て
、
夢
の
な
か
で
親
鸞
が
東
の
方
の
山
に
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
い
る
様
子
を
見
た
、
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
く

『
伝
絵
』
の
「
稲
田
興
法
」
の
描
写
（「
幽
栖
を
占
む
と
い
え
ど
も
、
道
俗
跡
を
た
ず
ね
、
蓬
戸
を
閉
ず
と
い
え
ど
も
、
貴
賤
衢
に
溢
る
。
仏
法
弘
通
の
本

懐
こ
こ
に
成
就
し
、
衆
生
利
益
の
宿
念
た
ち
ま
ち
に
満
足
す
。
此
の
時
、
聖
人
仰
せ
ら
れ
て
云
わ
く
、「
救
世
菩
薩
の
告
命
を
受
け
し
往
の
夢
、
既
に
今
と

符
合
せ
り
」」
前
掲
『
真
宗
聖
典
』、
七
三
三
頁
）
と
対
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
六
角
夢
想
」
の
う
ち
妻
帯
や
女
犯
に
関
す
る
も
の
を
対
象
と
す

る
。

５６

平
、
前
掲
『
改
訂

歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』、
一
〇
二
頁
。

５７

村
田
勤
『
親
鸞
真
伝
│
│
史
的
批
評
』
教
文
館
、
一
八
九
六
年
、
三
七
頁
。

５８

同
前
、
三
七
〜
三
八
頁
。

５９

木
下
尚
江
『
法
然
と
親
鸞
』
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
一
一
年
、
一
六
九
頁
お
よ
び
二
二
八
〜
二
二
九
頁
。

６０

前
田
彗
雲
『
親
鸞
聖
人
』
博
文
館
、
一
九
〇
〇
年
、
一
八
〜
一
九
頁
。

６１

同
前
、
一
八
頁
。

６２

同
前
、
一
八
〜
一
九
頁
。

６３
『
本
山
報
告
』
第
一
五
号
、
一
八
八
六
年
九
月
十
五
日
、
五
頁
（
真
宗
大
谷
派
本
願
寺
寺
務
所
文
書
科
編
『
本
山
報
告

復
刻
版
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出

版
部
、
一
九
八
八
年
、
一
六
五
頁
）。

６４

長
沼
賢
海
『
親
鸞
聖
人
の
研
究
』
教
育
研
究
会
、
一
九
二
八
年
、
五
頁
お
よ
び
四
五
頁
。

６５

同
前
、
五
頁
。

６６

村
上
専
精
「
立
教
開
宗
」、『
宗
報
』
二
四
一
号
、
一
九
二
一
年
、
四
頁
（
宗
報
発
行
所
編
『
宗
報

復
刻
版
（「
宗
報
」
等
機
関
誌
復
刻
版
）』
真
宗
大
谷

派
宗
務
所
出
版
部
、
六
二
六
頁
）
以
下
、
カ
ッ
コ
内
は
復
刻
版
の
ペ
ー
ジ
）。

６７

同
前
、
四
頁
（
六
二
六
頁
）。

６８

西
吟
『
客
照
問
答
集
』
大
谷
大
学
図
書
館
、
六
〜
八
頁
。
知
空
「
真
宗
肉
食
妻
帯
弁
」
妻
木
直
良
編
『
真
宗
全
書
』
第
四
六
巻
、
蔵
経
書
院
、
一
九
一
三

年
、
三
一
二
頁
。

６９

金
子
大
栄
『
真
宗
の
教
義
及
其
歴
史
』
無
我
山
房
、
一
九
一
五
年
、
二
一
三
〜
二
一
四
頁
。

７０

中
沢
、
前
掲
『
史
上
の
親
鸞
』、
六
四
頁
。
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７１

和
道
実
『
親
鸞
聖
人
の
生
涯
』
精
神
講
話
社
、
一
九
二
一
年
、
四
八
〜
四
九
頁
お
よ
び
五
四
頁
。

７２

廣
瀬
南
雄
「
親
鸞
教
の
三
大
特
質
」『
宗
報
』
二
四
九
号
、
一
九
二
二
年
、
三
頁
（
一
九
一
頁
）。

７３

大
澤
絢
子
「
大
正
期
親
鸞
流
行
と
親
鸞
像
」『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
九
年
。

７４

石
丸
梧
平
『
人
間
親
鸞
』
蔵
経
書
院
、
一
九
二
二
年
、
七
〇
〜
七
一
頁
、
一
三
三
〜
一
三
四
頁
。

７５

山
田
文
昭
「
立
教
開
宗
」『
宗
報
』
二
四
三
号
、
一
九
二
二
年
、
三
頁
（
六
九
頁
）。

７６

真
宗
寺
院
に
お
け
る
住
職
の
配
偶
者
の
呼
称
。
近
年
は
男
性
の
坊
守
も
い
る
が
、
現
状
で
は
住
職
の
妻
（
女
性
）
が
坊
守
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

７７

恵
信
尼
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
一
年
に
『
真
宗
』
誌
上
で
「
真
宗
婦
人
の
典
型
」
と
讃
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
真
宗
大
谷
派
解
放
運
動
推
進
本
部
女
性

室
編
『
女
性
史
に
学
ぶ
学
習
資
料
集
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
、
二
〇
一
九
年
、
九
二
頁
）。
他
に
も
例
え
ば
大
谷
派
の
多
田
鼎
は
、
教
団
を
支
え
た
重
要
な

女
性
と
し
て
恵
信
尼
と
娘
の
覚
信
尼
を
挙
げ
、
恵
信
尼
を
「
教
団
の
母
」
と
呼
び
、「
宗
門
の
寺
族
は
、
此
の
大
な
る
両
女
性
の
高
風
を
仰
ぐ
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
（「「
寺
族
の
仕
事
」
を
語
る
」『
真
宗
』
一
九
二
七
年
一
月
号
）、「
親
鸞
聖
人
の
奥
方
恵
信
尼
公
は
、
つ
ね
に
聖
人
を
観
世
音
菩
薩

と
し
て
崇
め
た
ま
ひ
、（
中
略
）
尼
公
が
聖
人
の
こ
よ
な
き
内
助
者
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
か
を
知
る
」
と
い
っ
た
言
説
も
あ
る
（
竹
中
彗
照
「
真
宗
婦
人
の
自

覚
を
説
く
」『
真
宗
』
一
九
三
三
年
四
月
号
）。

＊
本
研
究
は
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
〇
年
度
Ｐ
Ｄ
研
究
員
個
人
研
究
（
大
澤
班
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
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